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令和 4年度 第２回北広島市環境審議会 議事録  

  

■日 時：令和 4年 10月 12日（水） １８：３０～２０：００  

  

■会 場：市役所本庁舎 ５階 委員会室  

  

■出席者： （委  員） 

早矢仕会長、石山副会長、皆木委員、後藤委員 

澁谷委員、森下委員、藤野委員、山腋委員（8名） ※1名途中から参加 

（事務局：市民環境部）  

高橋部長、阿部次長、米村課長、 

新川主査、大木主事、佐藤主事（６名）  

 

■審議内容  

【開会】 

 

【協議事項】（事務局より説明） 

（1）第 3次北広島市環境基本計画の改訂について 

 

○A委員 

ご説明ありがとうございます。資料 14 ページの成果指標ですが、上から 5番目の設置可能な公共施
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設への再エネ設備の導入割合が、50%という数字になっているのですけども、設置可能な、という枕言葉

があるのに 50%なのはなぜですか。可能であれば 100％でもいいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

国の目標で設置可能な施設の 50%という表現をされておりまして、2040年度には設置可能な公共

施設の 100%という目標が示されているのですが、一気にとなると予算や、設備の資材の供給など、いろ

いろな課題もあるので、国の目標に準じて、北広島市でも同じように設定をさせていただいております。 

 

○A委員 

ありがとうございます。次に、この 50%という数字ですけど、使われるエネルギー量の 50%削減なのか、

あるいは、パネル 1枚でもその施設に置いたら、設置したというような形でカウントされて、その施設数が

50％なのか。後者だとしたら実際の削減量が少なくなってしまうと思いますが、その辺りはどうなのでしょうか。 

  

○事務局 

国の目標でそこまでは示されていないのですが、ただパネル 1枚を設置する費用と、得られるエネルギー

量等を考えると、極端に少ないとか、極端に多いと、余剰電力が出てしまいますので、それなりの設備を設

置することは考えております。ですので、削減量もある程度のしっかりとした数値にはなってくると思われます。 

 

○A委員 

ありがとうございます。 
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○B委員 

ほか、いかがでしょうか。 

 

○C委員 

今の部分と関連しての質問ですけども、2018年度の数値と、2030年度目標値ということで比較され

ていますが、調査未実施であっても、2018年度での大体の現状はどのぐらいかっていうのは、事務局のほ

うでは、ある程度の状況は把握しているのでしょうか。 

 

○事務局 

計画を立てたときの資料を参考にしておりまして、そのときは国の目標等もまだ無かったので、調査未実

施となっていますが、アンケート調査等の結果や周りの状況を確認すると、調査未実施といっても、割合と

して 1%とか 2%とかの導入しかされてないものが、ほとんどと思います。ですので、目標値は高い目標を定

めさせていただいております。 

 

○C委員 

この目標値を設定するに当たって、根拠みたいなものは何かございますでしょうか。 

 

○事務局 

市内の温室効果ガス排出量につきましては、国の目標に準拠させていただいております。また、新築住

宅における ZEH の割合ですけども、国のほうで、地域脱炭素ロードマップというのを作成しておりまして、そ

こで新築割合の 50%という目標が示されております。 

次に、事業所の ZEB の割合ですけども、国の地球温暖化対策計画では 57%、と北海道よりも高い
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数値ですけども、積雪寒冷地という地域性を勘案すると、57%の達成は難しい部分がございますので、そ

ちらについては ZEH等に合わせて 50%とさせていただいております。   

LED照明の導入率につきましては、国の地球温暖化対策計画が 100%という数値を求めております

ので、そのようにさせていただいております。 

設置可能な公共施設の再生可能エネルギー設備の導入割合につきましては、国の地域脱炭素ロード

マップで示されております。 

HEMS及び BEMS の導入割合ですが、国の地球温暖化対策計画では、HEMSは 48%、BEMS

は 85%と非常に高い数値ですけども、こちらも地域性等ございますので、積雪寒冷地で導入という部分

でまずは、達成可能な数値という部分で 30%とさせていただいております。 

次世代自動車の導入率は、国の具体的な導入目標はございません。ただし国では、2030年度まで

に販売する新車に占める次世代自動車の割合を、50％～75%にするとなっておりますので、新車販売が

50％ぐらいということであれば、積雪寒冷地であり、四駆の電動車等が普及してないといった部分を勘案

すると、10%程度が達成していただきたい数字ということで積算をさせていただいております。 

 

○B委員 

ほか、いかがでしょうか。 

 

○A委員 

このロードマップ案は、1 が再エネの導入、2 が省エネの推進、3 がごみ関係、循環型となっていますが、

1 の再エネの導入と、2 の省エネの推進が、被っているのではないでしょうか。というのは、1 の再エネの導入

のところで、最初に自動車の普及が来ておりますが、再エネの導入ではなく、省エネのほうじゃないのかとか

思いました。また、省エネのほうにも（3）で、次世代自動車への変更という項目があり、自動車関連の施
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策が 2 つになっております。 

また、ZEB等につきましても 2 つにまたがってのお話なので、あえて分けるのが難しいというか、分けること

によって逆に理解しにくくなっているのかなと思います。街路灯にしても例えば、太陽光パネルもついている

LED街灯があると、省エネか再エネかどちらになるのだろうと思います。どういう記載が一般的にはわかりやす

いのかという確認でした。 

 

○事務局 

再エネと省エネで分けた理由としましては、先ほど説明させていただいた ZEB等で、再エネと省エネを組

み合せる部分があることや、市域全体の温暖化対策と、市役所・事務事業での温暖化対策の部分で分

けているといった理由があります。また、先ほど太陽光の LED、街路灯という部分がありましたが、街路灯を

設置している市役所で今のところ太陽光発電設備をつける予定はないので、100%省エネという分類にな

っております。実情としての説明をさせていただきましたが、おっしゃるとおりわかりにくい部分もあると思います

ので、わかりやすく精査できる部分は検討したいと思います。 

 

○A委員 

ありがとうございます。再検討していただいて、よりわかりやすい項目立てにしていただいたほうが市民の

方々にもわかりやすいのかなと思います。 

 

○B委員 

先ほど、国の目標からすると、北海道は寒冷地で特殊性があるので、国の目標が達成出来ないこともあ

るとお話されたのですけど、北海道庁では目標は作ってないのですか。目標値を自治体が独自にこうやって

作る際に、道の目標値があれば参考に出来ると思いますが、そういうものはないのでしょうか。 
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○事務局 

国や道の施策による温室効果ガスの削減ということで、国や道でこういった施策をして、2030年度まで

にこういったものが削減される予定ですという指標は示されておりまして、それを北広島市の人口で案分等

をして、道の計画に基づいてこれだけ削減することが、北広島でも出来ます、といった形で表示しています。

ただそれだけでは 46%削減までは足りないので、プラスで、市の指標等を入れさせていただいているところで

あります。 

 

○D委員 

少し補足をしますと、例えば太陽光は日射の取得がどれだけできるかっていうことですごく地域性があるも

のですから、北海道では、道東の北見エリアであれば、日射の取得が多いとか、それに比べて北広島はどう

だとか、そういうことにもよるので国や道が示した数字に準拠しにくい部分があります。そういった部分も加味

して、おそらく環境課の方々で、50％という数字を出されたのではないかと思います。50％というのはすごい

数字で、50％を 2030年までに達成するのに向けて、どういう施策を打つのかのほうが気になります。 

そのロードマップに向けて、順を追ってどういう手順で、支援や補助等、市として促進するものを決めていっ

たほうがいいと思います。財源の限りもあるので、国でやっているような補助金を市でも導入します等は言い

にくいと思うので、それに代わる施策を市の中でどうするかという部分を検討しなければいけないのではない

かなと思います。 

 

○B委員 

成果指標で、市内の温室効果ガス排出量があって、基準年から削減する量が示されているのですが、

これを全部達成すると、結果として市内の温室効果ガスはこれぐらい排出量が減るというものと思ってもいい

のですか。 
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○事務局 

はい。そのように考えていただいて結構です。例えばロードマップ、1 の（3）番、一般住宅や事業所の

ZEB化、ZEH化の推進ということで、2030年度までに新築住宅の 50%で、ZEB、ZEH化をしていた

だきますと、これくらい、CO2が削減されますよと。新築住宅については大体年間、200件程度の新築が

市内で建てられていますのでそういったものを積算して、計算をさせていただいているところです。 

 

○B委員 

ということは、これから建つ見込みの家の数があって、その 50%が導入すると、新規で増えるはずの住宅

全部が対策しなかったときに、新築分で増えるはずの分が減るという意味で、要するに、削減見込み量も

新築住宅の分だけということなのでしょうか。 

 

○事務局 

人口の増加率とか、世帯数も減っており、そういった部分も勘案させていただいており、建て替えとかも含

めて新築にしていただいたときに、減っていくと見込んで計算しております。 

 

○B委員 

もともとある住宅を考えずこの数字なのではなくて、それも勘案した上で、住宅全体の中で見たら、CO2

の削減が出来ているという見込みなのですね。 

 

○事務局 

そのように見込んでおります。 
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○B委員 

ありがとうございます。もう 1 つですが、ロードマップの再生可能エネルギーのところの赤字で追加された文

章なのですが、次世代自動車の導入を促すとともに普及状況により支援等を検討するとともに、という文

言で、「とともに」が 2 つ続いていてわかりづらいので文言を工夫していただけたらと思いました。 

 

○事務局 

はい。そこはきれいに整理させていただきます。 

 

○A委員 

今回のロードマップには直接的には関係ないかもしれないのですけども、市の考え方を確認したいのです

が、基本計画の資料の 12ページの（5）再生、次世代エネルギーの活用の太陽光発電です。こちら導

入の支援というようになっているかと思いますが、太陽光発電は北広島市内でも数多くの場所で、景観的

にも、あるいは自然環境の面でも、すごく影響があります。自然環境の面でいうと、森林をわざわざ切ってつ

くったところも多々ありますので、特に自然環境が豊かな場所での導入というのは、負の側面もあるのかなと

思います。ですので、一概に導入すればいいというものではなく、エリア分け等の必要があるのかなと考えて

いるのですけども、その辺りは市としては何か考えがあるのでしょうか。 

 

○事務局 

太陽光発電等の導入支援というのは、現在もやっているのですが、基本的には家庭用を考えておりまし

て、業務用やメガソーラーとは想定はしておりません。ですので、あくまでもこちらの文言の太陽光発電は家

庭用というように考えております。 
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○A委員 

わかりました。メガソーラーに該当することを僕のほうでは述べていたと思うのですけども、長期的に見たら

負の側面もあるので、家庭用ですとか、あるいは公共施設での屋根や屋上に設置する分には幾らでも設

置していただいていいと思います。可能なら、一概に太陽光パネルといっても色々ありますので、わかるように

具体的に書くわけにはいかないのでしょうか。 

 

○事務局 

そちらにつきまして、今後の技術革新等でメガソーラーであっても、例えば木を伐採しなくても設置できる

ようなものが出てきた場合に柔軟性を持たせるためにも、表現についてはこのままでさせていただきたいと思っ

ております。 

 

○A委員 

わかりました。ありがとうございます。 

 

○B委員 

ロードマップ案の最終ページの、道や国の施策による温室効果ガスの削減という表をご説明いただいたの

ですけど、実際の CO2 の削減量が載っているみたいですが、例えば何年かを基準年にして何％だとかそう

いった記載はないのですか。 

 

○事務局 

全て 2013年を基準年にして削減という形になっております。 
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○B委員 

パーセント表示みたいなものはないのですか。 

 

○事務局 

北海道のほうでパーセント表示はありますが、北海道の数値から、北広島市内の人口や面積等の数値

で割戻して、北広島市内に合わせた数値を出させていただいておりますので、パーセント表示が出来ずに、

何トンという形で示しております。 

 

○B委員 

承知しました。ありがとうございます。 

 

○E委員 

その他の温暖化対策で、（3）利便性の高い持続可能な公共交通網の構築とあるのですが、北広島

の公共交通網は、そんなに良いものと私は感じていないのです。JRはありますけれども、そのほかバスとかも

便数が減っています。この利便性の高い公共交通網というのはどういったものをお考えなのでしょうか。 

 

○事務局 

こちらについては、効率よくバスの運行本数等を計算しながら、最適化して運行していくことを想定してお

ります。ただ、所管につきましては企画課というところで所管しているものですから、詳しい内容までは、この

場で説明出来なくて申し訳ないです。 
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○E委員 

わかりました。ありがとうございます。 

 

○A委員 

ロードマップの森林吸収減対策のところに、民有林の整備というのが一つ目でありますが、この民有林と

いうのはどこまでの範囲なのか確認したいです。 

 

○事務局 

国有林か、それ以外という分け方をさせていただいております。道有林、市有林、私有林を、民有林と

扱っております。また、整備の基準ですけども、森林環境整備計画を立てた森林につきましては吸収減対

策となるというように数値が決められていますので、そのような定義で数値を出しております。 

 

○A委員 

ありがとうございます。この数値は整備計画に該当している森林が吸収する量ということなのですね。 

 

○事務局 

そうです。 

 

○A委員 

わかりました。それ以上植生の遷移が進まなくなった森林ではそれほど吸収量はないと思いますが、若い

森林とか、計画が立てられていない森林とかそういうのも含めると、もう少し吸収量は多いのかなと思うので

すけど、そこまでは把握し切れないということでしょうか。 
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○事務局 

はい。ですので（2）市民参加に植樹の実施の部分等では、植樹をしていただいたらある程度 CO2

吸収は見込めるのだけども、数値化が出来ないので矢印で表現させていただいております。 

 

○D委員 

少し補足をします。うちの会社の森林で、CO2 の吸収量を北大の先生と一緒に計測してもらったのです

が、基本的に今、森下委員がおっしゃられたように木の年数と木の幹の太さに、吸収量がほぼ比例すると

言われていますので、現状の話と、将来のために植樹をします、というくらいしか表現は難しいと思います。

10年で木が育たないので、やはり 50年とか 100年スパンで、いろいろ考えていかないといけない内容の

ものだと思います。 

 

○B委員 

ありがとうございます。いかがでしょうか。もしないようでしたら、この議事について終了いたします。 

 

【「異議なし」と発言する者あり】 

 

それでは、議事終了させていただきまして、4番のその他について事務局から何かございますか。 

 

○事務局 

皆様ご審議ありがとうございました。皆様からいただいた審議内容をもとに、環境基本計画の改定案の

部分だけを、この後パブリックコメントにかけさせていただきます。そのコメントをいただいた後、年明けになるか

と思いますが、皆様にこういった意見がございましたということでまた審議をしていただいて、最終的な答申を
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いただくことになると思いますので、よろしくお願いいたします。年明けの審議の際に、毎年報告しております

北広島のかんきょうについても、ご意見をいただく形になるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上になります。 

 

○B委員 

その他、特に無いようでしたら、これをもちまして本日の審議会を終わらせていただきたいと思います。皆

様どうもありがとうございました。 

 

【閉会】 

 

     

 


